
食品産業競争力強化対策事業関係補助金交付要綱（案）は、平成２１年度予算
により実施する事業に係るものですが、予算成立後できるだけ早く事業を実施す
るため、予算成立前に公表しているものです。このため、今後、変更があり得ま
すので、あらかじめご承知おきください。

食品産業競争力強化対策事業関係補助金交付要綱（案）

制 定 平成２０年３月３１日付け１９総合第１７４５号
一部改正 平成２１年１月２７日付け２０総合第１７１３号

〃 平成２１年●月●●日付け２０総合第●●●●号

第１ 農林水産大臣は、食品産業競争力強化対策事業実施要領(平成２０年３月
３１日付け１９総合第１７４４号農林水産事務次官依命通知。以下｢実施要領｣
という。）に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、
民間団体等(実施要領第４の１に規定する団体をいう。以下同じ。)に補助金を
交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律(昭和３０年法律第１７９号。以下｢適正化法｣という。）、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和３０年政令第２５５号。
以下｢適正化法施行令｣という。）、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和３
１年農林省令第１８号。以下｢規則｣という。）、予算科目に係る補助金等の交
付に関する事務について平成１２年度の予算に係る補助金等の交付に関するも
のから地方農政局長に委任した件(平成１２年６月２３日農林水産省告示第８
９９号)及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成１２年
度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した
件(平成１２年６月２３日農林水産省告示第９００号)に定めるもののほか、こ
の要綱の定めるところによる。

第２ 第１に規定する事業の経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとこ
ろによる。

第３ 適正化法第５条、適正化法施行令第３条及び規則第２条の規定に基づく申
請書の様式は別記様式第１号のとおりとする。

２ 前項の申請書は、農林水産大臣(ただし、別表の食農連携促進事業費のうち
地域食農連携機能高度化促進費については、沖縄県に所在する民間団体等にあ
っては内閣府沖縄総合事務局長(以下｢沖縄総合事務局長｣という。)、その他の
都府県に所在する民間団体等にあっては当該民間団体等の所在する区域を管轄
する地方農政局長。以下｢農林水産大臣等｣という。）に正副２部を提出するも
のとする。

３ 民間団体等は、第１項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において
当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費
税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和６３年法律第１０８号)に規定する仕
入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和
２５年法律第２２６号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額
に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明
らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に
おいて当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体
に係る部分については、この限りでない。

第４ 規則第２条の規定による申請書の提出期限は、毎年度農林水産大臣等が別
に定める日とする。



第５ 民間団体等は規則第３条第１号イ又はロの規定に基づき、農林水産大臣等
の承認を受けようとする場合には、別記様式第２号の補助金変更承認申請書正
副２部を農林水産大臣等に提出しなければならない。

第６ 規則第３条第１号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の
重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

第７ 民間団体等は規則第３条第２号の規定により農林水産大臣等の指示を求め
る場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が
困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副２部を農林水産
大臣等に提出しなければならない。

第８ 適正化法第１２条の規定に基づく報告は、補助金の交付のあった年度の各
四半期(ただし、各補助事業ごとに別に定める要領において当該補助事業の目
的及び内容に応じ報告の対象期間を定めた場合にあっては当該年度の最終期を
除き、当該期間とする。以下同じ。)の末日現在において別記様式第３号によ
り補助金遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月末までに正副２
部を農林水産大臣等に提出するものとする。ただし、農林水産省総合食料局長
(別表の食農連携促進事業費のうち地域食農連携機能高度化促進費については、
沖縄県に所在する民間団体等にあっては沖縄総合事務局長、その他の都府県に
所在する民間団体等にあっては当該民間団体等の所在する区域を管轄する地方
農政局長。以下｢総合食料局長等｣という。）が別に定める概算払請求書をもっ
て代えることができる。

第９ 規則第６条第１項の規定に基づく実績報告書の様式は、別記様式第４号の
とおりとし、正副２部を農林水産大臣等に提出するものとする。

２ 第３第３項ただし書により交付の申請をした民間団体等は、前項の実績報告
書を提出するに当たって、第３第３項ただし書に該当した各事業主体について
当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、こ
れを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 第３第３項ただし書により交付の申請をした民間団体等は、第１項の実績報
告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に
係る仕入れに係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の
規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分
の金額)を別記様式第５号により速やかに農林水産大臣等に報告するとともに、
農林水産大臣等の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

第１０ 適正化法施行令第１３条第４号の規定に基づく農林水産大臣が定める財
産は、１件当たりの取得価格が５０万円以上の機械及び器具とする。

第１１ 規則第３条第４号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物の保管の期間
は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して５年とする。ただし、補助事業
により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合にお
いては、別記様式第６号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければ
ならない。

第１２ 交付決定額の下限は、３，５００万円とする。
ただし、交付先の選定を公募により行うとき及び総合食料局長等が特に必要

と認めるものについては、この限りでない。

第１３ 事業実施主体が一般社団法人又は一般財団法人（以下「一般社団法人等」



という。）の場合は、別記様式第７号によりこの補助金に係る補助金等支出明
細書を作成し、別記様式第８号による補助金等概要報告書を添付した上で、計
算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、補助金の交付を受けた
年度の翌年度の６月１０日までに農林水産大臣(ただし、別表の食農連携促進
事業費のうち、地域食農連携機能高度化促進費については、沖縄県に所在する
一般社団法人等にあっては沖縄総合事務局長、その他の都府県に所在する一般
社団法人等にあっては当該一般社団法人等の所在する区域を管轄する地方農政
局長。）に報告するものとする。

附則
この要綱は平成２０年４月１日から施行する。

附則
この要綱は平成２１年１月２７日から施行する。

附則
１ この要綱は平成２１年●月●日から施行する。
２ 平成２０年度の予算により実施した事業については、なお従前の例によ

る。
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別表(第２、第６関係)

重 要 な 変 更

区 分 経 費 補 助 率 経費の配分 事業の内容

の 変 更 の 変 更

食品産業競争 経費の欄に
力強化対策事 掲げるⅠから
業費補助金 Ⅳまでの経費

の相互間にお
ける経費の増
減

Ⅰ 食品製造業経営基盤強化対策事 経費の欄に
業費 掲げる１及び

２の経費の相
１ 食品産業・農業連携強化事業費 互間における

経費の増減

食農連携促進事業費 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基づ 掲げる(1)から

いて事業を行うのに要する次の経 (3)までの経費
費及び農林水産関連企業団体等が の相互間にお
当該事業の一部を行うのに要する ける経費の増
経費に対し当該事業実施主体が補 減
助する場合における当該補助に要
する経費

(1) 地域食農連携機能高度化促進費 1/2以内（た 経費の欄に
だし、アの(ｲ) 掲げるア及び
にあっては、 イの経費の相
2 /3以内。ア 互間における
の(ｵ)にあっ 経費の増減
ては、1 /2又
は2/3以内)

ア 食農連携体制強化費 経費の欄に
(ｱ) 食農連携企画運営費 掲げる(ｲ)､(ｵ)
(ｲ) コーディネーター活動支援 及びそれ以外

費 の経費の相互
(ｳ) 産学官連携強化促進支援費 間における増
(ｴ) 技術力強化人材育成費 減
(ｵ) 地域食品開発・販路拡大支

援費
(ｶ) 報告書作成費

イ 食品産業支援情報発信機能強
化費

(2) 食農連携機能高度化支援費 定額又は間 経費の欄に
ア 食農連携機能高度化推進費 接補助事業に 掲げるアから
(ｱ) 食農連携機能高度化検討委 要する経費の ウまでの経費

員会費 定額 の相互間にお
けるそれぞれ

(ｲ) 食農連携機能高度化対策費 の経費の30％
ａ 全国協議会の設置費 を超える増減

ｂ コーディネーターバンク
の設置・運営

ｃ コーディネーターの育成
費
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ｄ 食品産業構造調査費

ｅ 食農連携事例等情報活用
支援費

(a) 食農連携原材料調達円
滑化検討委員会費

(b) 国産原料調達事例調査
費

(c) 食農連携率調査費
(d) 食農連携セミナー等開

催費
(e) 調査・セミナー実施情

報提供費

ｆ 農水産物機能性活用推進
費

(a) 機能性成分・活用性等
調査費

(b) 機能性食品の商品の試
作、市場性等調査費

ｇ 商品改善支援会開催費

ｈ 全国地域食品フェア開催
費

ｉ 外食産業フェア開催費

イ 食農連携促進技術対策費
(ｱ) 食農連携促進技術対策作成

費
(ｲ) 食農連携促進技術紹介・交

流会開催費
(ｳ) モデル地域技術連携促進費
(ｴ) 全国技術連携促進費
(ｵ) パンフレット作成・郵送費
(ｶ) 報告書作成費

ウ 外食産業・農業等連携ビジネ 経費の欄に
ス確立事業費 掲げる(ｱ)及び

(ｱ) 外食産業農業等連携ビジネ (ｲ)の経費の相
ス確立支援事業費 互間における

それぞれの経
(ｲ) 中食産業農業等連携ビジネ 費の30％を超

ス確立事業費 える増減
a 連携情報等総合発信事業費
b 連携ビジネス確立支援事業

費

エ 報告書作成費

(3) 地域食品ブランド育成・管理支 定 額 経費の欄に
援費 掲げるアから

ア 地域食品ブランド育成・管理 エまでの経費
委員会費 の相互間にお

けるそれぞれ
イ 地域食品ブランド確立支援費 の経費の30％
(ｱ) 地域食品ブランド保護支援 を超える増減

費
(ｲ) 地域食品産業の技術開発力

向上に資する支援費
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ウ 地域食品ブランド化支援費
(ｱ) 優良食品・企業等推奨費

エ 地域食品ブランド育成・管理
対策費

(ｱ) ブランド評価の追跡調査・
分析費

(ｲ) ブランド維持・管理セミナ
ー開催費

(ｳ) ブランドアドバイザー派遣
費

２ 食品産業経営基盤強化対策事業費 経費の欄に
掲げる(1)から
(4)までの経費
の相互間にお
ける増減

(1) 食品産業事業継続計画整備促進 定 額 経費の欄に
事業費 掲げるアから

ア 最低限の食料の供給を確保す ウまでの経費
る方策の検討 の相互間にお
事業実施主体が実施要領に基 けるそれぞれ

づいて事業を行うのに要する次 の経費の30％
の経費 を超える増減
(ｱ) 検討会資料作成費
(ｲ) 検討会開催費
(ｳ) 報告書作成費

イ 研修会の実施
事業実施主体が実施要領に基

づいて事業を行うのに要する次
の経費
(ｱ) 研修会資料作成費
(ｲ) 研修会開催費

ウ 講演会等への指導員派遣
事業実施主体が実施要領に基

づいて事業を行うのに要する次
の経費
(ｱ) 講演会等資料作成費
(ｲ) 講演会等における指導費

(2) 食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進 定 額 経費の欄に
事業費 掲げるアから

エまでの経費
の相互間にお
けるそれぞれ
の経費の30％
を超える増減

ア ＨＡＣＣＰ導入セミナー等の
実施
事業実施主体が実施要領に基

づいて事業を行うのに要する次
の経費
(ｱ) 委員会開催費
(ｲ) セミナー等実施費

イ ＨＡＣＣＰ責任者・指導者養
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成研修等の実施
事業実施主体が実施要領に基

づいて事業を行うのに要する次
の経費
(ｱ) 委員会開催費
(ｲ) 研修等実施費

ウ 食品の全社的品質管理体制づ
くりの普及啓発
事業実施主体が実施要領に基

づいて事業を行うのに要する次
の経費
(ｱ) 委員会開催費
(ｲ) 普及啓発等実施費

エ ＨＡＣＣＰ価値認知度向上対
策等の実施
事業実施主体が実施要領に基

づいて事業を行うのに要する次
の経費
(ｱ) 委員会開催費
(ｲ) 認知度向上対策等実施費

(3) 食品産業表示推進事業 定額又は間 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基づ 接補助事業に 掲げるアから

いて事業を行うのに要する次の経 要する経費の エまでの経費
費及び農林水産関連企業団体等が 定額 の相互間にお
当該事業を行うのに要する経費に けるそれぞれ
対し当該事業実施主体が補助する の経費の30％
場合における当該補助に要する経 を超える増減
費
ア 普及検討委員会費
イ 取組状況調査費
ウ 事業者、消費者等との意見交

換会費
エ 原産地表示アドバイザー育成

セミナー費

(4) 食品企業信頼確保対策推進事業 経費の欄に
費 掲げるア及び

イの経費の相
互間における
増減

ア コンプライアンス確立セミナ 定額又は間 経費の欄に
ー開催費 接補助事業に 掲げる(ｱ)から
事業実施主体が実施要領に基 要する経費の (ｳ)までの経費

づいて事業を行うのに要する次 定額 の相互間にお
の経費及び農林水産関連企業団 けるそれぞれ
体等が当該事業を行うのに要す の経費の30％
る経費に対し当該事業実施主体 を超える増減
が補助する場合における当該補
助に要する経費
(ｱ) 企画検討費
(ｲ) 検証ビデオ作成費
(ｳ) セミナー開催費

イ 情報収集提供推進費 定額又は間 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基 接補助事業に 掲げる(ｱ)から

づいて事業を行うのに要する次 要する経費の (ｴ)までの経費
の経費及び農林水産関連企業団 定額 の相互間にお
体等が当該事業を行うのに要す けるそれぞれ
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る経費に対し当該事業実施主体 の経費の30％
が補助する場合における当該補 を超える増減
助に要する経費
(ｱ) 総合企画検討委員会費
(ｲ) 調査分析費
(ｳ) システム開発費
(ｴ) 広報費

Ⅱ 食品流通効率化対策事業費

１ 食品流通機能高度化総合対策事業 経費の欄に
費 掲げる(1)から

(6)までの経費
の相互間にお
ける経費の増
減

(1) 効率的食品流通取引基盤確立推 定 額 経費の欄に
進事業費 掲げるアから
事業実施主体が実施要領に基づ エまでの経費

いて事業を行うのに要する次の経 の相互間にお
費 けるそれぞれ
ア 配送効率化調査検討委員会費 の経費の30％
イ 受発注等効率化調査検討委員 を超える増減

会費
ウ 普及推進活動費
エ 報告書作成費

(2) 食品小売機能高度化促進事業費 定 額 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基づ 掲げるア及び

いて事業を行うのに要する次の経 イの経費の相
費 互間における
ア 機能高度化支援事業費 経費の増減
イ 機能高度化推進事業費
(ｱ) 審査・評価委員会費
(ｲ) 審査等調査費
(ｳ) 報告書作成費

(3) 新技術活用ビジネスモデル実証 定 額 経費の欄に
・普及事業費 掲げるアから

ウまでの経費
の相互間にお
ける経費の増
減

ア 流通効率化推進事業費 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基 掲げる(ｱ)から

づいて事業を行うのに要する次 (ｴ)までの経費
の経費 の相互間にお
(ｱ) 流通効率化推進協議会費 けるそれぞれ
(ｲ) 現地調査費 の経費の30％
(ｳ) 新技術等普及費 を超える増減
(ｴ) 報告書作成費

イ 新技術活用ビジネスモデル実 経費の欄に １ 実施場所
証事業費 掲げる(ｱ)から の変更
事業実施主体が実施要領に基 (ｴ)までの経費 ２ 実施の内

づいて事業を行うのに要する次 の相互間にお 容に本質的
の経費 けるそれぞれ な影響を及
(ｱ) 実証検討委員会開催費 の経費の30％ ぼす変更
(ｲ) 実証実験費 を超える増減
(ｳ) 現地調査費
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(ｴ) 報告書作成費

ウ 通い容器地方推進体制構築事 経費の欄に
業費 掲げる(ｱ)から
事業実施主体が実施要領に基 (ｴ)までの経費

づいて事業を行うのに要する次 の相互間にお
の経費 けるそれぞれ
(ｱ) 地方推進協議会開催費 の経費の30％
(ｲ) 現地調査費 を超える増減
(ｳ) セミナー資料作成費
(ｴ) 報告書作成費

(4) 地域流通モデル構築支援事業費 経費の欄に
ア モデル検討事業費 定 額 掲げるア及び

事業実施主体が実施要領に基 イの経費の相
づいて事業を行うのに要する次 互間における
の経費 それぞれの経
a モデル検討委員会費 費の30％を超
b 報告書作成費 える増減

イ モデル実証事業費 定額又は間 間接補助事
事業実施主体が実施要領に基 接補助事業に 業者の変更

づいて事業を行うのに要する次 要する経費の
の経費及び食品小売業者等が行 定額
うのに要する次の経費に対し当
該事業実施主体が補助する場合
における当該補助に要する経費
a 企画検討会費
b 現地指導調査費
c モデル事業実施費
d 分析調査費
e 報告費作成費

(5) 食品小売業コスト縮減・機能強 経費の欄に
化構造改善事業費 掲げるアから

ウまでの経費
の相互間にお
けるそれぞれ
の経費の30％
を超える増減

ア 食品小売業コスト縮減化事業 定額又は間 経費の欄に
費 接補助事業に 掲げる(ｱ)から
事業実施主体が実施要領に基 要する経費の (ｳ)までの経費

づいて事業を行うのに要する次 定額 の相互間にお
の経費及び食品小売業者等が事 けるそれぞれ
業を行うのに要する次の経費に の経費の30％
対し当該事業実施主体が補助す を超える増減
る場合における当該補助に要す
る経費
(ｱ) 食品小売業コスト縮減モデ 経費の欄に

ル検討・実証事業費 掲げる a 及び
ａ モデル推進検討事業費 b の経費の相
ｂ コスト縮減モデル事業費 互間における

それぞれの経
費の30％を超
える増減

(ｲ) 地域需要把握マーケティン 経費の欄に
グ講座事業費 掲げる a 及び

ａ マーケティング講座事業費 b の経費の相
ｂ 通信講座事業費 互間における
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それぞれの経
費の30％を超
える増減

(ｳ) 食品小売業経営高度化支援 経費の欄に
事業費 掲げる a 及び

ａ 統計等編纂費 b の経費の相
ｂ 情報提供システム設計費 互間における

それぞれの経
費の30％を超
える増減

イ 食の情報提供強化事業費 定額又は間 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基 接補助事業に 掲げる(ｱ)から

づいて事業を行うのに要する次 要する経費の (ｳ)までの経費
の経費及び食品小売団体等が事 定額 の相互間にお
業を行うのに要する次の経費に けるそれぞれ
対し当該事業実施主体が補助す の経費の30％
る場合における当該補助に要す を超える増減
る経費
(ｱ) 企画委員会費
(ｲ) 教材費
(ｳ) 人材育成経費

ウ 食品流通構造改善計画支援事 定 額 経費の欄に
業費 掲げる(ｱ)及び
事業実施主体が実施要領に基 (ｲ)の経費の相

づいて事業を行うのに要する次 互間における
の経費 それぞれの経
(ｱ) 構造改善指導員派遣費 費の30％を超
(ｲ) 組織指導推進事業費 える増減

(6) 食品流通高付加価値モデル推進 経費の欄に
事業費 掲げるア及び

イの経費の相
互間における
経費の増減

ア モデル推進検討事業費 定 額 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基 掲げる(ｱ)から

づいて事業を行うのに要する次 (ｳ)までの経費
の経費 の相互間にお
(ｱ) モデル事業検討委員会費 けるそれぞれ
(ｲ) 調査分析費 の経費の30％
(ｳ) 報告書作成費 を超える増減

イ 高付加価値推進モデル事業費 1 /2以内又 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基 は間接補助事 掲げる(ｱ)から

づいて事業を行うのに要する次 業に要する経 (ｶ)までの経費
の経費及び食品小売業者等が事 費の1/2以内 の相互間にお
業を行うのに要する次の経費に けるそれぞれ
対し当該事業実施主体が補助す の経費の30％
る場合における当該補助に要す を超える増減
る経費
(ｱ) 企画検討会費
(ｲ) 調査分析費
(ｳ) 商品開発実証費
(ｴ) 産地交流促進費
(ｵ) 販売対策費
(ｶ) 報告書作成費
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Ⅲ 食品産業国際競争力強化対策事業
費

１ 東アジア食品産業海外展開支援事 定額（ただ 経費の欄に
業費 し、(5)及び(1 掲げる(1)から
事業実施主体が実施要領に基づい 1)にあっては (12)の経費の

て事業を行うのに要する次の経費 1/2以内） 相互間におけ
(1) 海外情報共有化促進費 るそれぞれの
ア 支援センター設置費 経費の30％を
イ 情報提供・整理分析費 超える増減

(2) 知的財産保護・技術流出防止費
ア 委員会開催費
イ 分析費

(3) 研究機関ネットワーク支援費
ア 相談・連絡調整員配置費
イ 評価管理・成果報告会費

(4) 技術実証サポート費
ア 開発推進費
イ 指導費

(5) 中小企業等技術実証支援費 １ 実施場所
ア 機械装置費 の変更
イ 研究開発員費 ２ 事業の内
ウ 研究活動費 容に本質的

な影響を及
ぼす手法、
機械及び器
具の変更（能
力に関する
変 更 を 含
む。）

(6) 進出可能性調査費
ア 委員会開催費
イ 現地調査費

(7) 投資セミナー開催・投資ミッシ
ョン団派遣費

ア セミナー企画・運営費
イ 投資ミッション団派遣支援費

(8) 海外連絡協議会活動支援費
ア 協議会運営・活動費
イ 現地調査費

(9) 現地研修会・セミナー開催費
ア 現地研修会・個別相談会開催

費
イ 現地セミナー開催費

(10) 優良パートナーシップ推進費
ア 委員会開催・調査費
イ 報告会開催等費

(11) 共同技術実証事業支援費 １ 実施場所
ア 機械装置費 の変更
イ 研究開発員費 ２ 事業の内
ウ 研究活動費 容に本質的

な影響を及
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ぼす手法、
機械及び器
具の変更（能
力に関する
変 更 を 含
む。）

(12) 規格基準・分析方法等統一可能
性等調査費

ア 調査・分析費
イ ワークショップ開催費

Ⅳ 食品産業環境対策総合推進事業費 経費の欄に
掲げる１から
６までの経費
の相互間にお
ける経費の増
減

１ 食品産業ＣＯ２削減促進対策事業 経費の欄に
費 掲げる(1)から

事業実施主体が実施要領に基づ (3)までの経費
いて事業を行うのに要する次の経 の相互間にお
費 けるそれぞれ

の経費の30％
を超える増減

(1) 啓発普及事業費 定 額 経費の欄に
ア 総合対策費 掲げるア及び
イ 業種別対策費 イの経費の相

互間における
それぞれの経
費の30％を超
える増減

(2) 優良事例表彰事業費 定 額
(3) 実証事業費 1/2以内 １ 実施場所

の変更
２ 事業の内

容に本質的
な影響を及
ぼす変更

２ 食品廃棄物発生抑制推進事業 定 額 経費の欄に
事業実施主体が実施要領に基づい 掲げる(1)及び

て事業を行うのに要する次の経費 (2)の経費の相
(1) 食品廃棄物発生抑制推進費 互間における
ア 検討会費 それぞれの経
イ 業種別発生状況調査費 費の30％を超
ウ 発生抑制推進セミナー開催費 える増減
エ パンフレット等作成費

(2) 再生利用等ガイドライン作成費
ア 検討会費
イ ガイドライン作成費
ウ 事務運営指導員費

３ 食品循環資源経済的処理システム 経費の欄に
実証事業費 掲げる(1)及び

事業実施主体が実施要領に基づ (2)の経費の相
いて事業を行うのに要する次の経 互間における
費 それぞれの経
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(1) 処理システム構築費 1/2以内 費の30％を超
ア システム検討委員会費 える増減
イ システム研究・開発費
ウ システム運営実証試験費
エ 実証試験機器導入費

(2) 都市農家等需要確保体制整備費 1/2以内
ア 都市部需要確保対策検討委員

会費
イ 需要確保実態調査費
ウ 優良事例情報提供研修費
エ リサイクル製品利用実証アン

ケート調査費

(3) 運用実績評価・検討費 定 額
ア 総合検討委員会費
イ 運用実績調査指導費

４ 容器包装リサイクル法制度円滑化 定 額 経費の欄に
推進事業費 掲げる(1)から

事業実施主体が実施要領に基づ (4)までの経費
いて事業を行うのに要する次の経 の相互間にお
費 けるそれぞれ

(1) 検討会費 の経費の30％
(2) 容リ法制度事業者定着・浸透事 を超える増減

業費
(3) 容器包装廃棄物排出抑制等促進

事業費
(4) リサイクル法関係事務運営指導

員費

５ バイオマスプラスチック容器包装 定 額 経費の欄に
再商品化システム検討事業費 掲げる(1)から

事業実施主体が実施要領に基づ (3)までの経費
いて事業を行うのに要する次の経 の相互間にお
費 けるそれぞれ

(1) 再商品化システム評価委員会費 の経費の30％
(2) 再商品化システムを用いたＬＣ を超える増減

Ａ評価実証調査費
(3) 使用実態調査及び分別収集意向

調査事業費

６ 外食産業バイオマス利用実験事業 定 額 経費の欄に
費 掲げる(1)及び

事業実施主体が実施要領に基づ (2)の経費の相
いて事業を行うのに要する次の経 互間における
費 経費の増減

(1) 割り箸回収システム地域実験モ
デル事業費

(2) 外食産業バイオマス利用中央協
議会総合推進事業費
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